
川崎市立病院における診療記録の提供に関する方針 

 

川崎市立病院（以下「病院」という。）を受診した患者に係る診療記録の提

供について、「診療情報の提供等に関する指針」（「診療情報の提供等に関す

る指針の策定について」（平成１５年９月１２日付け医政発０９１２００１号

厚生労働省医政局長通知）別添）の定めるところにより実施することとし、提

供に関する方針を定める。 

 

１ 提供を受けることができる者 

診療記録の提供を受けることができるのは、原則として受診した患者本人

とする。 

ただし、次に掲げる場合には、患者本人以外の者が患者に代わって診療記

録の提供を請求することができる。 

（１）患者に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満１５歳以

上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみの請求を

認めることができる。 

（２）診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人 

（３）患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者 

（４）患者の判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親

族及びこれに準ずる者 

（５）患者が死亡している場合は、親族及びこれに準ずる者 

 

２ 提供する診療記録 

提供する診療記録とは、診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所

見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経



過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成

、記録又は保存された書類、画像等の記録をいう。 

 

３ 請求手続 

診療記録の提供を希望する者は、別紙の「診療記録提供請求書」（以下「

請求書」という。）を受診した病院の事務局医事課に提出するものとする。 

 

４ 必要書類 

診療記録の提供を請求する者（以下「請求者」という。）は、請求書に加

え、それぞれ次に掲げる書類を提出するものとする。 

患者本人による請求の場合 本人確認書類 

患者の法定代理人又は任意

後見人による請求の場合 

（１）代理又は後見の資格を証明する書類 

（２）請求者の本人確認書類 

患者の親族及びこれに準ず

る者又はその法定代理人に

よる請求の場合 

（１）親族又はこれに準ずる者であることを

証明する書類 

（２）請求者の本人確認書類（法定代理人の

場合は、代理の資格を証明する書類） 

 

５ 提供の実施及び非提供 

病院は、次に掲げる場合を除き、請求者に対し診療記録を提供しなければ

ならない。 

（１）診療記録を提供することにより、第三者の利益を害するおそれがある

とき。 

（２）診療記録を提供することにより、患者の心身の状況を著しく損なうお

それがあるとき。 



（３）前２号に掲げるほか、診療記録を提供しないことについて適当な理由

があると病院長が認めるとき。 

 

６ 決定期限と延長 

病院は、診療記録提供の請求を受けた場合、原則として請求を受けた日か

ら３０日以内に診療記録を提供すること又は一部若しくは全部を提供しない

ことを決定しなければならない。ただし、事務処理上の困難その他正当な理

由があるときは、期限を相当な期間に限り延長することができる。 

なお、請求書の必要事項への記載及び請求に当たって必要な書類が不足し

ていた場合、その補正にかかった期間は決定するまでの期間に算入しない。 

 

７ 手数料等 

診療記録の提供に係る手数料は、無料とする。 

請求者は、診療記録の提供にかかる実費相当額の費用を負担するものとす

る。 

 

８ 他の法令との関係 

診療記録に記載されている自己を本人とする保有個人情報（個人情報の保

護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に規定する保有個人情報をいう

。）について、患者本人から同法第７６条第２項に規定する開示請求があっ

たときは、同法に定めるところによるものとし、この方針に定める診療記録

の提供は実施しない。 

 

９ その他 

（１）この方針に定めるほか、実施に当たり必要な事項は別に定める。 



（２）この方針は、令和８年４月１日から適用する。 

（３）この方針の適用前に診療記録の提供の求めがあった場合の取扱いにつ

いては、なお従前の例による。 



川崎市立病院における診療記録を提供する際の写しの作成等に要す

る費用の額について 

 

「川崎市立病院における診療記録の提供に関する方針」（令和８年３月１７

日付け７川病総庶第１８０９号）に定めるところにより、川崎市立病院が実施

する、診療記録の提供における写しの作成及び送付にかかる費用の額を次のよ

うに定め、令和８年４月１日から施行する。 

 

１ 写しの作成に要する費用の額 

 （１）乾式複写機により写しを作成する場合（単色刷り） 

    写し１面につき１０円 

 （２）乾式複写機により写しを作成する場合（多色刷り） 

    写し１面につき３０円 

 （３）光ディスク（ＣＤ－Ｒ）に複写する場合 

    複写１枚（７００ＭＢ）につき１００円 

 （４）第１号から第３号までにより難い場合 

    写しの作成に要する費用の実費に相当する額 

 

２ 写しの送付に要する費用の額 郵送料 



診 療 記 録 提 供 請 求 書 
      年  月  日 

川崎市立       病院 病院長 

 

請求者 住 所︓                      

    氏 名
ふ り が な

︓                      

    電 話︓（     ）     －         

 

 次のとおり、診療記録の提供を請求します。 

１ 請求する診療記録の内容

（受診した科や期間など） 
 

２ 提供の区分 

 □ カルテの閲覧 

 □ カルテ写し又はデータの交付（有料） 

（交付方法） □ 複写した紙での交付  （ □ 郵送 ／ □ 来所 ） 

       □ 複写したデータでの交付（ □ 郵送 ／ □ 来所 ） 

閲覧又は来所による交付の希望日（     月    日   時頃） 
※分量や業務状況等により希望に沿うことができない場合があります。 

３ 患者本人以外からの請求に

係る患者本人の情報 

患者本人の氏名・生年月日         （    年  月  日生） 

患者本人の住所  

請求者との関係  

処理欄 

請求者の本人確認欄 

（有効期限内の原本） 

 □ 個人番号カード   □ 運転免許証    □ 旅券 

 □ その他（             ） 

請求者の資格確認欄 
（請求日時点から３か月

以内に作成されたもの） 

 □ 戸籍全部事項証明書（謄本）、住民票記載事項証明、法定相続情報証明書 

 □ 委任状       □ その他（            ） 

備  考  

受

付

欄 

 

 

 

 
注１ 法定代理人又は任意後見人による請求の場合、請求者の本人確認書類に加え、当該患者を代理又は後見する資格を有すること

を証明する書類の写しを提出してください。 

注２ 患者本人以外の方が請求する場合は、当該患者が未成年者の場合又は死亡した場合を除き、患者本人の同意書又は委任状（様

式任意）を提出してください。 

注３ 患者本人が自ら判断を下すことが困難な場合は、配偶者、親権者及び患者を被扶養者として扶養している方が請求することが

できます。 

（太枠部分を記入してください。） 


